
 

「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-航空分野の基準について-」の一部改正について 

 

令和３年２月１９日 

 

 

  「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-航空分野の基準について-」について，今般，下記のとおり必要な改正を行いましたの

で，公表します。 

 

記 

赤字が修正部分 

通し 

番号 

該当ページ 

（改正後） 
改正箇所 現行 改正 

1 P6 第 2 特定技能外国

人が有すべき技能水

準 

【関係規定】 

分野別運用方針(抜

粋) 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に 

関する事項 

航空分野において特定技能１号の在留資格で受け入

れる外国人は，以下に定める試験に合格した者又は航

空分野の第２号技能実習を修了した者とする。 

（１）技能水準（試験区分） 

ア 「航空分野技能評価試験（仮称）（空港グランドハンド

リング）」 

イ 「航空分野技能評価試験（仮称）（航空機整備）」 

（２）日本語能力水準 

「日本語能力判定テスト（仮称）」又は「日本語能力

試験（Ｎ４以上）」 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に 

関する事項 

航空分野において特定技能１号の在留資格で受け入 

れる外国人は，以下に定める試験に合格した者又は航 

空分野の第２号技能実習を修了した者とする。 

（１）技能水準（試験区分） 

ア 「特定技能評価試験（航空分野：空港グランドハンド 

リング）」 

イ 「特定技能評価試験（航空分野：航空機整備）」 

（２）日本語能力水準 

「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力

試験（Ｎ４以上）」 



2 P10 第３ 特定技能雇用

契約の適正な履行

の確保に係る基準 

○３つ目 

○ 航空機整備の業務区分の特定技能外国人を受け入

れる特定技能所属機関は，航空法（昭和２７年法律第２３

１号）第２０条第１項第３号，第４号若しくは第７号の能力

について同項の国土交通大臣による認定を受けた者（以

下「航空機整備等に係る能力について認定を受けた者」と

いう。）若しくは当該者から業務の委託を受けた者でなけれ

ばなりません。前者については，自らが航空機整備等に係

る能力について認定を受けた者であることを証明する必要

があります。後者については，委託元が航空機整備等に

係る能力について認定を受けた者であることを証明すると

ともに，自らが当該委託元から業務の委託を受けた者であ

ることを証明する必要があります。 

○ 航空機整備の業務区分の特定技能外国人を受け入れ

る特定技能所属機関は，航空法（昭和２７年法律第２３１

号）第２０条第１項第３号，第４号若しくは第７号の能力につ

いて同項の国土交通大臣による認定を受けた者（以下「航

空機整備等に係る能力について認定を受けた者」という。）

若しくは当該者から業務の委託を受けた者でなければなりま

せん。 

3 P11. 【確認対象の書類】 （空港グランドハンドリングの業務区分の特定技能外国人

を受け入れる特定技能所属機関） 

○ 次のいずれか該当するもの。 

・国管理空港における空港管理規則に基づく構内営業の

承認書（写し），または，会社管理・地方自治体管理空港

における空港管理者による営業の承認，許可を証明する

書類（写し） 

・航空法に基づく航空運送事業の経営許可書（写し） 

○ 航空分野特定技能協議会の構成員であることの証明

書（特定技能外国人を受け入れていない場合にあって

は，特定技能外国人を受け入れた日から４か月以内に協

議会の構成員となる旨の誓約書（航空分野における特定

技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第９

－１号）（特定技能所属機関））） 

（航空機整備の業務区分の特定技能外国人を受け入れ

る特定技能所属機関） 

○ 航空分野における特定技能外国人の受入れに関する

誓約書（分野参考様式第９－１号）（特定技能所属機関） 

○ 航空分野特定技能協議会の構成員であることの証明

書（特定技能所属機関） 

○ 航空分野における特定技能外国人の受入れに関する

誓約書（分野参考様式第９－２号）（登録支援機関） 

○ 航空分野特定技能協議会の構成員であることの証明

書（登録支援機関） 



○ 次のいずれか該当するもの 

・航空機整備等に係る能力について国土交通大臣による

認定を受けた者（下記の能力に限る）であることを証明す

るもの（国土交通省航空局の「航空安全情報管理・提供

システムの認定事業場検査履歴」に掲載される事業場情

報一覧による。） 

 能力 3： 航空機の整備及び整備後の検査の能力 

 能力 4： 航空機の整備又は改造の能力 

 能力 7： 装備品の修理又は改造の能力 

・航空機整備等に係る能力について認定を受けた者から

業務の委託を受けた者にあっては，委託元に係る上記の

書類及び委託契約書（写し） 

○ 航空分野特定技能協議会の構成員であることの証明

書（特定技能外国人を受け入れていない場合にあって

は，特定技能外国人を受け入れた日から４か月以内に協

議会の構成員となる旨の誓約書（航空分野における特定

技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第９

－１号）（特定技能所属機関））） 

（登録支援機関） 

○ 航空分野特定技能協議会の構成員であることの証明

書（航空分野に係る特定技能外国人の支援を実施してい

ない場合にあっては，支援を実施する特定技能外国人

を，委託をした特定技能所属機関が受け入れた日から４

か月以内に協議会の構成員となる旨の誓約書（航空分野

における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野

参考様式第９－２号）（登録支援機関））） 



4 分野 

参考様式

第９－１号 

１枚目 

  



5 分野 

参考様式

第９－２号 

１枚目 

  

 


